
伊賀市防災用行政無線の設置及び管理に関する規則を廃止する規則をここに公布する。 

 令和５年１月26日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第１号 

 

伊賀市防災用行政無線の設置及び管理に関する規則を廃止する規則 

伊賀市防災用行政無線の設置及び管理に関する規則（平成 16 年伊賀市規則第 197 号）

は、廃止する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



 

伊賀市地下水保全条例施行規則をここに公布する。 

 令和５年１月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第２号 

 

伊賀市地下水保全条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊賀市地下水保全条例（令和４年伊賀市条例第 36号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（地下水採取の届出） 

第３条 条例第３条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとし、同条の規定

による届出は、揚水施設を設置しようとする日の 30日前までに地下水採取届出書（様式

第１号）により行わなければならない。 

⑴ 名称及び代表者並びに所在地（法人でない場合は、氏名及び住所） 

⑵ 事業の概要 

⑶ 地下水の用途 

⑷ 揚水施設の位置 

⑸ 揚水機の種類等 

⑹ 地下水採取予定量 

⑺ 採取量測定器及び水位測定器の有無 

⑻ 地下水採取開始年月日 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（届出事項の変更） 

第４条 条例第４条の規定による届出は、条例第３条の規定による届出の内容に変更があ

った日から30日以内に地下水採取変更届出書（様式第２号）により行わなければならな

い。 



 

（揚水施設の廃止の届出） 

第５条 条例第５条の規定による届出は、揚水施設の廃止の日から 30 日以内に地下水採

取廃止届出書(様式第３号) により行わなければならない。 

（取水量等の報告） 

第６条 条例第６条の規定による報告は、次の各号に掲げる報告の対象となる期間の区分

に応じ、当該各号に定める期日までに、地下水取水量等報告書（様式第４号）により行

わなければならない。 

⑴ ４月分から９月分まで 10月末日 

⑵ 10月分から翌年３月分まで ４月末日 

（立入調査を行う職員の身分を示す証明書） 

第７条 条例第９条第３項に規定する立入調査を行う職員の身分を示す証明書は、伊賀市

職員服務規程（平成16年伊賀市訓令第26号）第13条に規定する職員証とする。 

（条例の施行の際現に設置されている揚水施設に係る届出） 

第８条 条例附則第２項の規定による届出は、条例の施行の日から起算して 60 日以内に

地下水採取既存施設届出書（様式第５号）により行わなければならない。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


